
今回の特定胚指針、ＥＳ細胞指針の改正について

今回の改正で可能になったこと
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平成16年7月 総合科学技術会議 意見具申 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」

これに基づき、文部科学省は指針の改正に着手
平成20年10月 「特定胚指針」「ES細胞指針」の改正案を総合科学技術会議に諮問（諮問第7号、第8号）
平成21年4月 総合科学技術会議から答申
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